
武蔵小金井駅で被害者でありながら加害者にされ

た組合員Aさんは、懲戒処分と出向の取り消し、処分

によって生じた損害の賠償、管理者の暴行や意に反

する反省文強要についての損害の賠償を求め、JR 東

日本と加害者である管理者を被告として、東京地方

裁判所に提訴しました。 

この問題は、業務中に管理者とのトラブルをきっか

けに管理者から暴力を振るわれ、身の危険を感じて

行った「正当防衛」が、管理者に暴力を振るった、とさ

れたものです。 

この間、団体交渉での解決を目指していましたが、

解決できない判断に至り、本日の判断に至りました。 
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